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「「「「ふないふないふないふないサロンサロンサロンサロン」」」」でででで学学学学びませんかびませんかびませんかびませんか    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、難聴者の方や「手話」「要約筆記」を学びたい

方などに事務所を開放し、自由に交流・学習していただく「ふないサロン」を開きま

す。初心者の方でも大歓迎です。お気軽にお越しください。 

●場 所 ふない聴覚言語障害センター（南丹市園部公民館２階） 

●開催日 毎月  第１水曜：要約筆記を学びたい方の勉強会 

第３水曜：手話を学びたい方の勉強会 

第４水曜：耳が不自由な高齢の方や難聴者の方の交流会 

午前１０時～午後１時  ※ただし、祝日はお休みです。 

※ろうあ者の皆さんは、第３水曜にお越しください。 

不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。 

 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）６３－６４４８ 

「「「「きこえきこえきこえきこえとととと補聴器補聴器補聴器補聴器のののの相談会相談会相談会相談会」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

ふない聴覚言語障害センターでは、下記のとおり「きこえと補聴器の相談会」を

毎月行います。補聴器店員も相談に乗ります。どなたでも気軽にご相談ください。 

日  時 時間 会場 相談内容（予定） 

５月２３日（水） 聴力測定、きこえの相談 

６月２７日（水） 補聴器相談 

７月２５日（水） 補聴器相談 

８月２２日（水） 聴力測定、きこえの相談 

９月２６日（水） 聴力測定、きこえの相談 

１０月２４日（水） 補聴器相談 

１１月２８日（水） 補聴器相談 

平
成

１９

年
 

１２月１９日（水） 聴力測定、きこえの相談 

１月２３日（水） 聴力測定、きこえの相談 

２月２７日（水） 補聴器相談 

２０

年
 

３月２６日（水） 

いずれも

午後１時 

～３時 

ふない聴覚言語障害

センター 

（南丹市園部公民館

２階） 

補聴器相談 

●相談料 無料（ただし、補聴器修理費用・電池代などは実費負担） 

●内 容 

・聴力測定･･･予備検査程度の簡単な聴力測定 

・きこえの相談（福祉機器、福祉制度など）･･･センター職員・言語聴覚士が担当 

・補聴器の相談(補聴器の調整・修理・電池交換・購入・試聴など)･･･補聴器店の

店員が担当 

●その他 事前申し込みは不要です。当日、直接会場までお越しください。先着順

です。障害者手帳・補聴器をお持ちの方は、持参してください。 
※言語聴覚士によるきこえの相談を数回予定していますが、日程が一部未定です。 
言語聴覚士による相談をご希望の方は、下記までお問い合わせください。 

 

◇問合せ先 ふない聴覚言語障害センター TEL・FAX（0771）６３－６４４８ 

児童手当児童手当児童手当児童手当のののの申請申請申請申請についてについてについてについて    

    

    児童手当は、小学校修了までの児童を養育されている方に支給します。下記に該

当される方は、５月３１日までに申請してください。６月分の手当から、平成１９

年度の所得で審査しますので、新たに認定される可能性があります。 

※公務員の方は、勤務先で申請をしてください。 

※現在受給されている方は、６月に現況届を提出していただきますので、今回申

請の必要はありません。 

●対象者 

・以前に所得が限度額を超えているため却下になった方 

  ※平成１８年４月の制度改正により、所得制限限度額が引き上げられています。 

 ・国民年金加入者または年金未加入者が、厚生年金等に加入された場合 

  ※厚生年金等加入者は、所得制限限度額が上がります。 

・未申請の方 

 

◇申請・問合せ先 各支所 健康福祉課 

           TEL 園部 ６８－００１１  八木 ６８－００２２ 

              日吉 ６８－００３２  美山 ６８－００４１ 

福祉事務所 児童福祉係 TEL ６８－０００７ 

 

園部支所園部支所園部支所園部支所からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

飼飼飼飼いいいい主主主主のいないのいないのいないのいない猫猫猫猫にえさをにえさをにえさをにえさを与与与与えないでくださいえないでくださいえないでくださいえないでください    

        

ここ数年、猫に関する苦情や相談が増えています。近隣に迷惑をかけないよう、

飼飼飼飼いいいい主主主主のいないのいないのいないのいない猫猫猫猫にはえさをにはえさをにはえさをにはえさを与与与与えないえないえないえないでください。 

 

飼い主のいない猫にえさを与えると 

1. 爆発的に数が増える。 

…えさを求めて他の地域から猫が集まり、子猫が生まれる。（１匹のめす猫は 

１年間に15～20匹の子猫を生む。） 

2. 迷惑猫になる。 

…ごみを荒らす、ふん尿で悪臭がする、猫ノミが発生する、庭や畑を荒らすな

ど。 

3. 猫が不幸になることが多い。 

…なわ張り争いによるけがや交通事故の多発、病気の発生など。 

  

◇問合せ先 園部支所健康福祉課 市民生活係 TEL ６８－００１１ 
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